
基準

擁壁等の高さの基準 制限なし

緑化の基準(敷地面積の
合計に対する割合)

開発区域面積
1,000㎡～

10%

5%
商業系用途地域

又は　開発区域面積
500～1,000㎡

『斜面緑地での開発行為に関する景観計画（※）』に定める

　　　　　　新たな基準についてご意見を募集します！！

平成20年11月発行

横浜市まちづくり調整局企画課
〒231-0012　横浜市中区相生町3-56-1 JNﾋﾞﾙ
　　TEL：045（671）3628　FAX：045（664）7707

　　横浜市広報印刷物登録　　第　200313　号
　　　　　　　　類別・分類　C － IJ040

１．意見募集期間

２．ご意見の提出方法

３．問い合わせ

４．その他

平成20年11月１日（土）から12月１日（月）まで（必着。郵送の場合は当日消印有効）

次のいずれかの方法で提出してください。
　①はがき（下のはがきを切り取り、ご使用ください。）
　②郵送または持参　〒２３１－００１２　横浜市中区相生町3-56-1 JNﾋﾞﾙ５Ｆ
　　　　　　　　　　　　　　横浜市まちづくり調整局企画課
　　　　　　　　　　　　（持参は、平日の８：４５～１７：１５にお願いします。）
　③ファクシミリ　　ＦＡＸ番号：０４５－６６４－７７０７
　④電子メール　　　Ｅメール：ma-kikaku@city.yokohama.jp

横浜市まちづくり調整局企画課　　電話：045（671）36２８

①お寄せいただきましたご意見とそれに対する横浜市の考えは、横浜市まちづくり調整局
　のホームページで公表します。
②「電話でのご意見の受付」及び「ご意見への個別の回答」は、いたしませんので、あら
　かじめご了承ください。
③お寄せいただきましたご意見は、本件の目的以外に使用いたしません。

　横浜市には、地形的特色から市街地に多くの斜面緑地が残

されており、その特徴を生かしつつ、良好な街並み景観を形

成していくことが求められています。

＜３つの方向性＞

Ⅰ　生じる擁壁等は、圧迫感が軽減するよう工夫する

Ⅱ　道路沿いの擁壁の前面を中心に植栽を誘導する

Ⅲ　本景観計画に定められた内容は、都市計画法に基づく開発許可の基準とする

例：高さ10ｍを超える擁壁

市民・事業者の方へ

ハガキ裏面

キリトリ線

キ
リ
ト
リ
線

ご意見をお書きください

どうもありがとうございました。

　斜面地のマンションについては、平成16年に「地下室マンション

条例(下参照)」を制定し、周囲との調和を求めています。

　しかし一方で、戸建住宅の開発では、高い擁壁が築造されるなど、

周囲へ圧迫感を与えている場合がみられます。

　　　　　　　　　　そこで、これらの開

　　　　　　　　　発を、斜面緑地の地形

　　　　　　　　　や緑と調和するよう、

次の３つの方向性に基づいて、基準を定め

ます。

　なお、基準の検討にあたっては、横浜市

都市美対策審議会の意見を聴きながら、進

めてきました。

【参考】「地下室マンション条例」
（正式名称：横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例）

　＜背景＞

【参考】現行の基準
　　　　(「擁壁等の高さ」及び「緑化」)

ご意見を
下さい！！

※景観計画・・・景観法に基づき、良好な景観の形成のための方針や基準等を定めます。

　市内の斜面緑地において、周辺の住環境に比べ相当に大き

なボリュームとなる「地下室マンション」に関する紛争が多

発していたことから、地下室マンションと周辺の住環境との

調和を図ることを目的として、平成16年６月１日から施行さ

れた条例です。



◎　擁壁等（※１）の高さ

　　・道路沿い・・・・・・・３ｍ以下
　　　　（ただし、幅0.5m以上の植栽を行うことのできる空地を設けた場合は、５ｍまで緩和）

　　・道路沿い以外・・・５ｍ以下

◎　緑化の基準（※２）

　　開発区域面積の15％以上
　　　　（道路沿いの擁壁の下部で、中木を植栽した
　　　　　部分は係数を５倍で換算して算定。ただし、
　　　　　現行の緑化の基準を下回らないこと。）

今後のスケジュール（予定）

横浜市都市美対策審議会

横浜市都市計画審議会

条例手続（市会等）

市民意見募集

説明会・公聴会・縦覧等

景観計画の策定

施行

景
観
計
画
の
手
続
き

開
発
許
可
基
準

の
手
続
き

⇒今
回

意見を踏まえた検討

ア　対象となる行為

　登記かつ課税地目が「山林」である土地を開発区域に含む、５００㎡以上の開発行為。
　　（地下室マンションについては、「地下室マンション条例」〔前頁参照〕において
　　　周辺の住環境との調和を求めているため、本制度の対象から除きます。）

イ　新たな基準

※１　階段、土留めを兼ねる建築物（地下車庫など）の部分を含みます。
※２　・都市緑地法に基づく「緑地協定」の締結を義務付けます。
　　　・この基準とは別に、他の制度に定める緑化基準（風致地区など）も遵守する必要
　　　　があります。ただし、この基準により植栽する面積は、他の制度にもカウントす
　　　　る事ができます。

【植栽のイメージ】

中木を植栽した場
合、５倍で換算

【道路沿いの擁壁のイメージ】

３ｍ以下
５ｍ以下

植栽できる空地≧0.5ｍ

※植栽できる空地幅0.5ｍ
　　…中木(樹高1～3m)を
　　　植栽する場合の最低幅

道路敷地

又は

道路敷地
新基準(擁壁下部に中木を植栽)

■ご意見をいただく内容～対象と新たな基準～

＜考え方＞
　・擁壁等については、高さを抑えるほど圧迫感を減少させることができます。
　・地形的特長を踏まえ、原則５ｍ以下としました。
　・景観上影響の大きい道路沿いについては、３m以下とし、圧迫感への配慮を
　　行った場合、５ｍまで緩和します。

＜考え方＞
　・一定の緑の回復を図るため、新たに
　　基準を定めます。
　・景観の視点から、係数を設けること
　　により、道路沿いの擁壁の下部へ植
　　栽を誘導します。

〔参考〕今後のスケジュール（予定）

〔参考〕新たな基準の効果

　擁壁の高さを抑えることにより、圧迫感が
軽減します。

現行(高さ9mの例) 現行

　擁壁の下部に植栽することにより、
良好な景観となります。

　
                                             郵　　便　　は　　が　　き

２ ３ １ ８ ７ ９ ０料金受取人払郵便

横浜港支店

承　認

差出有効期間

平成20年

12月31日まで
（郵便切手不要）

＜受取人＞

横浜市中区相生町3-56-1

　ＪＮビル５Ｆ

横浜市まちづくり調整局
　企画課　　行

お名前

ご住所
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０ １ ２

※差し支えなければご記入ください

新基準(高さ5m)

3361

ご職業


